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立
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用
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問
に
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し
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紙
答

弁
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を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
大
串
博
志
君
提
出
諸
外
国
に
お
け
る
一
階
部
分
の
年
金
積
立
金
の
運
用
状
況
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
「
基
礎
的
制
度
」
、
「
最
低
額
保
障
制
度
」
、
「
資
力
調
査
付
又
は
特
定
階
層
向
け
制
度
」
ご
と
の
分
類
」

及
び
「
そ
れ
ぞ
れ
の
第
一
層
部
分
の
制
度
に
お
い
て
積
立
金
を
有
し
て
い
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で

は
な
い
が
、
「Pensions

at
a

G
lance����

」
（
以
下
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
で
は
、
経
済
協
力
開
発
機
構
（
以
下

「
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
」
と
い
う
。
）
に
加
盟
す
る
国
の
第
一
層
部
分
の
制
度
を
「
基
礎
年
金
（B

asic
pensions

）
」
、
「
最
低
保

障
年
金
（M

inim
um

pensions

）
」
及
び
「
社
会
扶
助
（Socialassistance

）
」
に
分
類
し
て
分
析
が
行
わ
れ
て
お
り
、

各
国
の
分
類
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
基
礎
年
金
、
ベ
ル
ギ
ー
が
最
低
保
障
年
金
及
び
社
会
扶
助
、

カ
ナ
ダ
が
基
礎
年
金
及
び
社
会
扶
助
、
チ
リ
が
基
礎
年
金
及
び
社
会
扶
助
、
チ
ェ
コ
が
基
礎
年
金
及
び
最
低
保
障
年
金
、
デ

ン
マ
ー
ク
が
基
礎
年
金
及
び
社
会
扶
助
、
エ
ス
ト
ニ
ア
が
基
礎
年
金
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
が
基
礎
年
金
及
び
社
会
扶
助
、
フ
ラ

ン
ス
が
最
低
保
障
年
金
、
ギ
リ
シ
ャ
が
基
礎
年
金
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
が
最
低
保
障
年
金
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
が
基
礎
年
金
及
び
社

会
扶
助
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
基
礎
年
金
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
基
礎
年
金
、
イ
タ
リ
ア
が
最
低
保
障
年
金
、
日
本
が
基
礎
年
金
、

一



韓
国
が
社
会
扶
助
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
が
基
礎
年
金
及
び
最
低
保
障
年
金
、
メ
キ
シ
コ
が
最
低
保
障
年
金
、
オ
ラ
ン
ダ
が
基

礎
年
金
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
が
基
礎
年
金
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
が
基
礎
年
金
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
最
低
保
障
年
金
、
ポ
ル
ト
ガ
ル

が
最
低
保
障
年
金
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
が
最
低
保
障
年
金
、
ス
ペ
イ
ン
が
最
低
保
障
年
金
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
基
礎
年
金
、
ス
イ

ス
が
最
低
保
障
年
金
、
ト
ル
コ
が
最
低
保
障
年
金
、
英
国
が
基
礎
年
金
で
あ
る
。
一
方
、
報
告
書
で
は
、
公
的
年
金
制
度
に

係
る
積
立
金
（Public

pension
reserve

funds

）
を
保
有
し
て
い
る
の
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
カ
ナ
ダ
、

チ
リ
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
日
本
、
韓
国
、
メ
キ
シ
コ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
及
び
米
国
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
方
に
該
当
す
る
国
に
お

い
て
当
該
積
立
金
が
上
述
の
「
基
礎
年
金
」
、
「
最
低
保
障
年
金
」
又
は
「
社
会
扶
助
」
の
財
源
に
充
て
ら
れ
て
い
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
報
告
書
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
と
承
知
し
て
い
る
。

ま
た
、
報
告
書
が
引
用
し
て
い
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
に
加
盟
す
る
国
の
う
ち
平
成
二
十
五
年
に

お
け
る
公
的
年
金
制
度
に
係
る
年
金
積
立
金
を
有
し
て
い
る
国
名
及
び
株
式
の
運
用
比
率
は
、
当
該
デ
ー
タ
に
記
載
の
な
い

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
及
び
韓
国
を
除
き
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
約
四
十
三
・
二
パ
ー
セ
ン

ト
、
カ
ナ
ダ
の
カ
ナ
ダ
年
金
制
度
投
資
委
員
会
が
約
三
十
二
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
カ
ナ
ダ
の
ケ
ベ
ッ
ク
州
年
金
制
度
が
約
四

二



十
四
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
チ
リ
が
約
十
六
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
日
本
が
約
三
十
二
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

が
約
三
十
五
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
が
約
五
十
九
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
約
十
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
が
約
十
六
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
第
一
Ａ
Ｐ
基
金
が
約
四
十
六
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
同
国
の
第

二
Ａ
Ｐ
基
金
が
約
四
十
八
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
同
国
の
第
三
Ａ
Ｐ
基
金
が
約
四
十
九
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
同
国
の
第
四
Ａ
Ｐ

基
金
が
約
五
十
九
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

国
民
年
金
及
び
厚
生
年
金
保
険
に
つ
い
て
は
、
将
来
の
保
険
料
水
準
を
固
定
し
た
上
で
、
お
お
む
ね
百
年
程
度
の
財
政
均

衡
期
間
を
通
じ
て
年
金
財
政
の
均
衡
が
保
た
れ
る
よ
う
、
年
金
額
の
水
準
を
将
来
に
向
け
て
調
整
し
て
い
く
仕
組
み
と
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
年
金
額
の
水
準
に
つ
い
て
は
、
一
般
論
と
し
て
は
、
人
口
構
造
、
就
業
構
造
等
の
長
期
間
の
動
向
と
同
様

に
、
年
金
積
立
金
の
運
用
実
績
が
将
来
の
年
金
額
の
水
準
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
あ
り
得
る
が
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
運

用
実
績
は
、
長
期
間
の
動
向
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
年
金
額
は
、
物
価
又
は
賃
金
の
変
動
に
応
じ
て
改
定

さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
お
り
、
単
年
度
の
運
用
実
績
を
理
由
と
し
て
年
金
額
が
改
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

三
に
つ
い
て

三



政
府
と
し
て
は
、
諸
外
国
の
制
度
に
つ
い
て
詳
細
を
把
握
し
て
い
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。
な
お
、
例
え
ば
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
所
得
比
例
年
金
に
お
い
て
は
、
保
険
料
水
準
を
固
定
し
た
上
で
、

積
立
金
も
活
用
し
つ
つ
、
一
定
の
期
間
に
お
け
る
積
立
金
を
含
め
た
年
金
の
財
源
が
年
金
支
出
の
見
込
み
を
下
回
る
場
合
に

は
、
給
付
水
準
を
調
整
す
る
仕
組
み
が
導
入
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
般
論
と
し
て
は
、
年
金
積
立
金
を

運
用
す
る
年
金
制
度
に
お
い
て
、
長
期
間
の
年
金
積
立
金
の
運
用
収
入
が
年
金
の
財
政
見
通
し
の
前
提
よ
り
も
低
下
し
た
場

合
、
そ
の
運
用
収
入
の
低
下
が
、
人
口
構
造
、
就
業
構
造
等
の
長
期
間
の
動
向
と
同
様
に
、
年
金
財
政
に
影
響
を
与
え
、
保

険
料
水
準
や
給
付
水
準
等
の
見
直
し
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
る
と
考
え
る
。

四


